
 インフルエンザ登園停止期間早見表

※ 「発症した後5日を経過」し、かつ、「解熱した後3日」となります。

「発症した後5日」を経過するまで登園停止になります。（発症した日から数えると6日間登園停止になります。）

それに加えて、解熱した日によって登園停止日が延期されていきます。

※ 発症日（当日0日）は、病院に受診した日ではなく、インフルエンザ症状（38度程度の発熱等）が始まった日です。

ですから、発熱があった時点から体温の記入をお願いします。

※ 朝の検温で解熱が認められ、かつ1日通して平熱に戻った場合、その日が解熱日となり、解熱した次の日が「解熱後1日目」となります。

※ 夕方の検温で解熱していても、その日は解熱日にはなりません。（解熱日の判断は、朝の検温かつ1日通して平熱であることです）

最低
基準

発症日
0日目

発症
1日目

発症
2日目

発症
3日目

発症
4日目

発症
5日目

発症
6日目

発症
7日目

発症
8日目

発症
9日目

発熱 解熱
0日目

解熱後
1日目

解熱後
2日目

解熱後
3日目

発症後
4日目

登園停止 登園可能

発熱 発熱 解熱
0日目

解熱後
1日目

解熱後
2日目

解熱後
3日目

登園停止 登園可能

発熱 発熱 解熱
0日目

解熱後
1日目

解熱後
2日目

解熱後
3日目

登園停止 登園可能

発熱 発熱 発熱 解熱
0日目

解熱後
1日目

解熱後
2日目

解熱後
3日目

登園停止 登園可能

発熱 発熱 発熱 発熱 解熱
0日目

解熱後
1日目

解熱後
2日目

解熱後
3日目

登園停止 登園可能

例4
発症した後4日目に

解熱した場合

例5
発症した後5日目に

解熱した場合

発症した後
5日を経過

発症した後1日目に
解熱した場合

例1

例2
発症した後2日目に

解熱した場合

例3
発症した後3日目に

解熱した場合

解熱後3日経っても発症後5

日たたないと登園できません。
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